
大阪府警察本部からのお知らせ 

 

現在、大阪府内において「医療費を還付します。」等という名目で、 

高齢者宅に電話をし、お金を騙し取る還付金等詐欺の被害が急増しています。 

犯人は、高齢者を言葉巧みに ATMまで誘導し、 

携帯電話を使って、ATMの操作方法を指示します。 

犯人の言うとおりに ATMを操作してしまうと 

大切な資産が犯人の口座に振り込まれてしまいます。 

本メールを受信された方は、親族や友人に注意を呼びかけるとともに 

携帯電話で通話しながら ATＭを操作している方を見掛けたら 

声を掛けるようお願いします。 

 


